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Ⅰ 教学について 

1. 学修（共通事項） 

(1) 学期 

 1学年を 2学期に分けて授業を行っています。（セメスター制）    

  春学期（4～9月）  秋学期（10月～翌年 3月） 

 授業は、原則として一つの学期（授業の期間は 15週）で完結します。 

 

(2) 授業時間 

 授業は 1回 90分を単位（コマ）として行います。研究指導など、この時間帯にかかわら

ず授業が実施されることもあります。 

第 1時限 9:00～10:30 

第 2時限 10:40～12:10 

第 3時限 13:10～14:40 

第 4時限 14:50～16:20 

第 5時限 16:30～18:00 

第 6時限 18:10～19:40 

第 7時限 20:00～21:30 

 

(3) 欠席 

  下記に該当する場合は事務局学務課に「欠席届」を提出してください。授業の欠席事由によ

り、公認欠席（公欠）となる場合があります（公欠はその事由の期間欠席扱いとなりません）。 

  

 ① 公認欠席（公欠）となる場合 

欠席事由 期間など 必要書類 

忌引 続柄・葬儀の場所によって公欠日数

が異なる※1 

事実を証明する書類（会葬礼

状の写し等） 

学校感染症※2 医師の診断により出席停止を必要

とされた期間 

診断書の写し、登校許可証明

書等 

風水震火災その他非常災害 大学が必要と認めた期間 被災証明書等 

交通機関の事故・遅延 大学が必要と認めた期間 交通機関の発行する「事故証

明」等 

裁判員に選任された場合 大学が必要と認めた期間 通知書等 

『新型コロナウイルス感染症

(COVID-19)の予防および拡散防

止対策のための授業における

「公欠」の特別措置』に該当す

る場合※3 

大学が必要と認めた期間 なし 

※事前に学務課に 

電話連絡をしてください。 
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※1 続柄等による公欠日数は下記のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

  ※2 学校感染症に該当する病気は下記のとおりです。 

      エボラ出血熱 / 特定鳥インフルエンザ/ インフルエンザ/ 新型コロナウイルス感染症 / 

百日咳 / 麻しん /流行性耳下腺炎 / 風しん / 水痘 / 咽頭結膜熱 / 結核 / 髄膜炎菌

性髄膜炎 /コレラ / 細菌性赤痢 / 腸管出血性大腸菌感染症 / 腸チフス / パラチフス 

/流行性角結膜炎 / 急性出血性結膜炎 等 

なお、上記の病気にかかった、又は、かかった疑いがあると分かった場合は、大学の学務課

(0855-24-2396)まで必ず電話連絡をし、自宅等で静養し、外出を控えてください（医療機関

で受診後、抗体検査の結果が出る間も公欠扱いとなります）。 

※3 「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の予防および拡散防止対策のための授業における“公

欠”の特別措置」により、下記に該当する場合は公欠として取り扱いますので、すみやかに学

務課に電話連絡をしてください。 

 微熱や風邪症状がみられた場合 

 浜田市での健康観察が2 週間に満たないため、授業への出席を自粛する場合 

 医療機関において新型コロナウイルスに感染していると診断された場合 

 新型コロナウイルスの濃厚接触者と判断された場合 

 

② 公認欠席（公欠）に該当しない場合 

 ※公欠にはなりませんが、欠席届を提出することにより、授業担当教員の判断により適切な措置

が講じられる可能性があります。 

欠席事由 必要書類 

一週間以上の欠席  診断書（疾病又は負傷による場合） 

 大学院生長期不在届 

就職活動  就職活動による欠席届 

 就職活動の内容（日時、場所、活動内容）が分かる書類 

 

 

(4) 異常気象時の授業の取り扱い 

    浜田市において、気象にかかる特別警報（高潮、波浪を除く）または台風による暴風警報

が発令された場合は、原則として休講となります。「休講となる場合」「授業を行う場合」は

それぞれ次のとおりです。 

 

死亡した者 限度日数 備考 

父母  7日 

遠隔地に赴く必要のある場合には、実際に

要した往復の日数を限度日数に加算するこ

とができます。 

祖父母、兄弟姉妹  3日 

曾祖父母、伯叔父母、甥姪  1日 

配偶者  10日 

子  5日 
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■1～2限の授業について 

     午前 7時時点で特別警報または暴風警報発令中・・・・・1～2限休講 

     午前 7時時点で特別警報または暴風警報解除済・・・・・1～2限授業 

■3～6限の授業について 

     午前 11時時点で特別警報または暴風警報発令中・・・・・3～6限休講 

     午前 11時時点で特別警報または暴風警報解除済・・・・・3～6限授業 

確認は自分で気象庁の発表する気象情報により確認してください。休講となった授業科目

については、後日補講があります。 
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2. 学修【博士前期課程（北東アジア専攻・地域開発政策専攻）】 

(1) カリキュラム 

カリキュラムには、両専攻共通履修科目として「スキル科目群」、「専門科目群（専門導入科目、

専門科目）」が、専攻別履修科目として「研究指導科目群」があります。 

     

区分 修了要件単位数 

スキル科目群 4 

専門科目群 専門導入科目 2 

専門科目 12 

研究指導科目群 12 

合計 30 

 

① スキル科目群 

 スキル科目群は「国際言語演習科目」と「情報解析科目」に分かれています。 

 「国際言語演習科目」は原書の読解力を高め、資料を解析する能力を培うものです。「情

報解析科目」は統計データの処理や分析に係る技法、データ収集の方法などのスキルを身

につける科目です。 

 スキル科目群の科目は 1 科目 1 単位です。「国際言語演習科目」又は「情報解析科目」の

中から、4科目 4単位以上を修得する必要があります。 

 「国際言語演習科目」においては、母国語を選択することはできません。 

 「スキル科目群」は 1 年次の配当ですが、「Ⅰ」、「Ⅱ」の順に履修する必要のある科目が

あるため、秋学期入学生については 2年次春学期までの履修とする場合があります。 

 

  【スキル科目群】  

国際言語演習科目 情報解析科目 

授業科目の名称 配当 担当教員 授業科目の名称 配当 担当教員 

英語特別演習Ⅰ 1 春 
江口 真理子 

社会統計学Ⅰ 1 春 
張 忠任 

英語特別演習Ⅱ 1 秋 社会統計学Ⅱ 1 秋 

中国語特別演習Ⅰ 1 春 
孟 達来 

社会調査手法演習 1 春 寺田 哲志 

中国語特別演習Ⅱ 1 秋 フィールド調査演習 1 春 有田 昭一郎 

ロシア語特別演習Ⅰ 1 春 
ｼﾛｰｺﾌ･ﾜｼﾞﾑ 

GIS研究 1 春 
松田 善臣 

ロシア語特別演習Ⅱ 1 秋 GIS特別演習 1 秋 

モンゴル語特別演習Ⅰ 1 春 
井上 治 

 ※1 科目 1 単位 

 ※4 科目 4 単位以上の修得が必要 

モンゴル語特別演習Ⅱ 1 秋 

日本語特別演習Ⅰ 1 春 
犬塚 優司 

日本語特別演習Ⅱ 1 秋 

 

② 専門導入科目 

 「専門科目群」の内、「専門導入科目」は、本学大学院における教育理念を俯瞰的に理解
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するための科目です。 

 北東アジア専攻は「北東アジア超域研究総論」を、地域開発政策専攻は「開発政策総論」

をそれぞれの必修科目とし、1年次の春学期に配当しています。 

 「北東アジア超域研究総論」、「開発政策総論」は各 2単位です。必修科目ですので、自身

の専攻に配当されている科目を必ず修得してください。 

 

【専門導入科目】 

専門導入科目 

授業科目の名称 配当 担当教員 備考 

北東アジア超域研究総論 1 春 
井上 治、福原 裕二、豊田 知世、

中村 圭、渡辺 圭 
北東アジア専攻 必修 

開発政策総論 1 春 林 秀司、西藤 真一 地域開発政策専攻 必修 

  ※1科目 2単位 

  ※自身の所属する専攻に配当された科目を必ず修得すること 

 

③ 専門科目 

 「専門科目群」の内、「専門科目」は、論文作成に必要となる専門的な知識を専攻横断的に

学び、幅広い基礎的能力や俯瞰的なものの見方を習得するための科目です。 

 専門科目は各 2 単位です。1 年次から 2 年次にかけて 6 科目 12 単位以上履修する必要があ

ります。 

 原則として、主研究指導教員及び副研究指導教員が担当する科目は履修してください。また、

6科目中 3科目以上は所属する専攻の領域の科目を履修してください。 

 

【専門科目】 ※6科目 12単位を修得 

専門科目 

領域 授業科目の名称 配当 担当教員 

北
東
ア
ジ
ア
領
域 

北東アジア専門講義 1（アジアの中の日本思想史） 集中 飯田 泰三 

北東アジア専門講義 2（日本政治思想史） 集中 飯田 泰三 

北東アジア専門講義 3（国際政治・安全保障研究） 1･2秋 赤坂 一念 

北東アジア専門講義 4（北東アジア比較思想） 1･2春 井上 厚史 

北東アジア専門講義 5（北東アジア民族関係） 1･2秋 井上 治 

北東アジア専門講義 6（比較宗教文化論） 1･2秋 渡辺 圭 

北東アジア専門講義 7 (非開講) - 

北東アジア専門講義 8（北東アジア経済研究） 1･2秋 張 忠任 

北東アジア専門講義 9（北東アジア比較言語文化） 1･2春 孟 達来 

北東アジア専門講義 10（日中関係） 1･2秋 別枝 行夫 

北東アジア専門講義 11（平和学） 1･2春 濵田 泰弘 



6 

北
東
ア
ジ
ア
領
域 

北東アジア専門講義 12（北東アジア国際関係史） 1･2秋 李 暁東 

北東アジア専門講義 13（北東アジア比較政治） 1･2秋 李 正吉 

北東アジア専門講義 14（近代政治原理成立史） 集中 村井 洋 

北東アジア専門講義 15（国際関係） 1･2秋 佐藤 壮 

北東アジア専門講義 16（北東アジア比較社会論） 1･2春 山本 健三 

北東アジア専門講義 17（朝鮮半島研究） 1･2春 福原 裕二 

北東アジア専門講義 18（企業戦略） 1･2春 村山 誠 

北東アジア専門講義 19（国際関係史） 1･2秋 高 一 

北東アジア専門講義 20（アメリカ研究） 1･2春 佐藤 壮 

北東アジア専門講義 21（北東アジア近現代史） 1･2秋 石田 徹 

地
域
開
発
政
策
領
域 

地域開発政策専門講義 1 (非開講) - 

地域開発政策専門講義 2（地方財政論） 1･2春 鈴木 遵也 

地域開発政策専門講義 3（地域観光振興）    1･2春 林 秀司 

地域開発政策専門講義 4 (非開講) - 

地域開発政策専門講義 5（地方行政学） 1･2春 光延 忠彦 

地域開発政策専門講義 6（地域環境法制） 1･2秋 岩本 浩史 

地域開発政策専門講義 7 (非開講) - 

地域開発政策専門講義 8 (非開講) 
 

地域開発政策専門講義 9 (非開講) - 

地域開発政策専門講義 10（憲法） 1･2春 岡本 寛 

地域開発政策専門講義 11（中小企業経営） 1･2秋 久保田 典男 

地域開発政策専門講義 12（公共経済学） 1･2秋 西藤 真一 

地域開発政策専門講義 13（理論社会学） 1･2秋 村井 重樹 

地域開発政策専門講義 14（開発社会学） 集中 恩田 守雄 

地域開発政策専門講義 15（環境社会学） 1･2春 豊田 知世 

 

 

④ 研究指導科目 

 研究指導科目は、修士論文の完成に向けて、論文の作成や研究の進め方について指導する必

修科目で、1年次、2年次の各学期に履修します。 

 北東アジア専攻は「北東アジア研究指導Ⅰ～Ⅳ」を、地域開発政策専攻は「地域開発政策研

究指導Ⅰ～Ⅳ」を履修してください。 

 「北東アジア研究指導Ⅰ」「北東アジア研究指導Ⅱ」及び「地域開発政策研究指導Ⅰ」「地域

開発政策研究指導Ⅱ」は各 2 単位、「北東アジア研究指導Ⅲ」「北東アジア研究指導Ⅳ」及び

「地域開発政策研究指導Ⅲ」「地域開発政策研究指導Ⅳ」は各 4単位です。研究指導科目は必

修で、16単位を修得する必要があります。 
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(2) 修了要件 

原則として課程に 2年以上在学し、必要な単位（※）を修得し、かつ修士論文もしくはリサーチ・

ペーパー（後述）の審査及び試験に合格した場合に学位を授与します。 

 

（※）博士前期課程修了に必要な単位 

専門導入科目（2単位以上）、スキル科目群（国際言語演習科目又は情報解析科目の中か

ら 4単位以上）、専門科目（12単位以上）、研究指導科目（12単位）の合計 30単位以上を

修得する必要があります。 

   

【授与する学位】 

専  攻  学    位 

北東アジア専攻 修士(社会学) 

地域開発政策専攻 修士(開発研究) 

 

 

(3) 単位 

  各授業科目には、「単位数」が定められています。日本の単位制度においては、授業時間外の

学修（予習・復習など）を含めて 45時間相当の学修量をもって 1単位と定めています。 

スキル科目は「1 単位」科目、専門導入科目及び専門科目は「2 単位」科目、研究指導科目の

うち「北東アジア研究指導Ⅰ・Ⅱ」、「地域開発政策研究指導Ⅰ・Ⅱ」は「2 単位」科目、「北東

アジア研究指導Ⅲ・Ⅳ」、「地域開発政策研究指導Ⅲ・Ⅳ」は「4単位」科目です。 

◆履修イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

春
学
期
入
学 

スキル科目群（語学、情報） 

スキル科目群（語学、情報） 

1 年春 1 年秋 2 年春 2 年秋 

専門科目 

専門導入科目 

研究指導Ⅲ 

プログラム演習

Ⅰ 

研究指導Ⅳ 

プログラム演習

Ⅱ 

研究指導Ⅰ 研究指導Ⅱ 

修 
 
 
 

了 

2 年春 

秋
学
期
入
学 

1 年秋 1 年春 2 年秋 

専門導入科目 

専門科目 

研究指導Ⅰ 研究指導Ⅱ 研究指導Ⅲ 研究指導Ⅳ 
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(4) 研究指導教員 

 研究の指導を行う教員です。本学は複数教員による指導体制を敷いており、1名の主指導教

員と 2名の副研究指導教員が指導を行います。 

 入学時に「研究指導教員希望届」を提出します。提出された研究指導教員希望届と研究テー

マを考慮した上で、研究科委員会（大学院担当教員の会議）において、主研究指導教員及び

副研究指導教員を決定します。提出した研究指導教員希望届に記入したとおりになるとは限

りません。 

 研究指導教員を決定する際には、原則として、主研究指導教員として同一専攻の教員を 1名、

副研究指導教員として同一専攻の教員を 1名、異なる専攻の教員を 1名選びます。 

 

【オフィスアワー】 

オリエンテーション期間中に、自由に教員の研究室を訪問し、話をすることのできる「オ

フィスアワー」の時間を設けていますので、積極的に活用してください。研究指導教員や授

業を履修する教員の研究室を各自訪問してください（詳しくはオフィスアワーの日程表を参

照してください）。オフィスアワーでは、学修の進め方や授業の内容・方法などについて相

談をしてみてください。 

 

 

(5) 履修登録 

 授業を履修するためには、履修登録が必要です。 

1年次の履修登録  スキル科目、専門導入科目、専門科目については、入学時に履

修登録票を提出します。 

 専門科目のうち専任教員の担当する科目については、履修登録

の変更は可能ですが、非常勤講師や連携大学院の教員が担当す

る科目については、履修をとりやめることはできません。 

 研究指導科目は主研究指導教員の科目を履修します。 

2年次の履修登録     

 

 原則として専門科目について、指定する日までに履修登録票を

提出します。 

 研究指導科目は主研究指導教員の科目を履修します。 

 

 

(6) 授業時間割 

 授業の開講方法には、次の種類があります。 

 毎週開講  毎週 1コマ授業を行います。 

      例）スキル科目、専門科目の内、専任教員担当科目など 

 集中講義  短期集中的に授業を行います（休業期間中に実施する場合もあります）。 

      例）専門導入科目、専門科目の内、非常勤講師担当科目など 

 講義科目や演習科目は 1回 90分の授業を 1学期中に 15回行います。 
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※非常勤講師担当科目について 

非常勤講師（他大学の先生）の担当する科目は原則として集中講義形式で実施し、7 月、9

月、2月に実施するケースが多くなっています。著名な先生方による講義を受講できる貴重

な機会ですので、自分の研究テーマの枠にとらわれず、積極的に受講してください。 

但し、科目によっては、毎週開講方式か隔週開講方式となるものもあります。 

 大学院は学生数が少ないため、時間割が教員と学生の都合（話し合い）により柔軟に変更

されることもあります。 

 春学期時間割は別途配布またはメールで配信します。研究室付近の掲示板にも掲出します。 

 秋学期の時間割については、履修登録後、調整をした上で連絡します。 

 

 

(7) 成績評価 

 成績の評価は、試験の結果ばかりでなく、論文・レポート・出席状況等により総合的に判

断します。詳しくは各科目のシラバスを参照してください。 

 成績の評価は次のとおりです。可以上が合格となります。 

優  80点以上 

良  70点以上 80点未満 

可  60点以上 70点未満 

不可  60点未満 

放棄  担当教員が成績評価の対象外と判断した場合 

     

 

(8) 研究テーマ 

 指導教員希望届に併せて研究テーマを記載して提出します。 

 

 

(9) 合同発表会  

 本学大学院の教育の特色である「集団指導」の一環として、毎月数回、博士前期課程・後

期課程合同発表会を開催しています。合同発表会では、院生が自分の研究について報告を

行い、教員や他の院生から助言を得ることができます。合同発表会は授業に準ずるもので

あり、院生は自分が発表しない時にも必ず参加をしなければなりません。 

 開催日等については、後日メールで連絡します。 

 

   ※実施イメージ 博士前期課程分（変更となることもあります） 

4月 5月 6月 7月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

2 年 1年 2年 1年 
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(10) 修士論文の提出・審査 

 修士論文の提出に先立ち、2年次の別途指示する期間内に論文題目届を提出します。 

 論文提出の締め切り日までに以下の書類を事務局学務課に提出してください。締め切り

は、秋学期修了の場合は 1 月初旬、春学期修了の場合は 7 月初旬です（具体的な締め切

り日は別途通知します）。 

  ［提出書類］ 

 ・学位論文審査申請書（様式第 11号）・・・2部 

 ・学位論文（A4版製本 参考論文等を添付することができる。）・・・3部 

 ・学位論文要旨（A4版製本 4,000字以内）・・・3部 

 修士論文の作成要領は、13ページ以降を参照してください。 

 論文申請後、学位論文審査委員会（指導教員により構成）による試験（口頭試問）を実

施します（秋学期終了の場合は 1月下旬～2月中旬頃、春学期修了の場合は 7月中旬頃

です。具体的な日程は別途通知します）。 

 

 

(11) リサーチペーパーによる学位授与 

 一定の要件を満たした学生は、リサーチペーパーをセメスター毎に提出し（計 3回。入

学学期においては研究計画を作成するものとする）、審査に合格することを積み重ねる

方式をもって、修士論文に代えることができます。 

（※）リサーチペーパーを修士論文に代えることのできる学生 

 ① 研究テーマに関連する職業に 3年以上従事している者 

 ② 研究テーマに関連する職業に概ね 5年程度従事したことのある者 

     ※要件を満たしていても、博士後期課程に進学を考えている者は修士論文を提出

しなければなりません。 

※途中でリサーチペーパーから修士論文に変更することも可能です。 

 リサーチペーパーは、学生の研究計画の中から重要なトピックスについて、学生と協議

をした上でなされる指導教員の指示に基づいて執筆するものとします。それぞれのリサ

ーチペーパーは、研究計画に概ね沿っている必要があり、相互の連関を有していなけれ

ばなりません（エッセイのように、その都度好きなことを執筆することはできません。）

リサーチペーパーの形式は次のとおりです。 

 

（※）リサーチペーパーの形式要件 

 原則として日本語で執筆するものとし、字数は 8 千～12 千字程度（１回あたり）

とする 。（cf.修士論文は 40千字程度） 

 文章は横書き（ワープロ書き）とする。本文は、10.5p（明朝体）、１行 40 文字、

１ページ 30行程度とする。 

 余白のマージンは、左右 3.0cm、上下 3.0-3.5cm程度とする。 

 ページ番号は、表紙を除くすべてのページに付す。本文が始まるまでは小文字のロ

ーマ数字（i, ii, iii, . . . ）、本文以降はアラビア数字（1, 2, 3, . ..）を用
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いる。ページ番号の位置は、ページ下中央とする。 

 文献（引用、参考）は、巻末に一括掲載する。 

 その他詳細については、指導教員の指示による。 

 春学期入学生については 1年次秋学期と 2年次春学期、秋学期入学生については 1年次

春学期と 2年次秋学期に提出されたリサーチペーパーは、研究指導教員が合否を判定し

ます。もし、不合格と判定された場合においても、同一セメスターに再提出をし、審査

を受けることができます。 

 春学期入学生については 2年次の秋学期、秋学期入学生については 2年次の春学期には、

これまでの研究を総括したリサーチペーパーを提出することとし、この時は修士論文同

様に審査委員会による口頭試問がおこなわれます。学位を取得するためにはこれら全て

のリサーチペーパーの審査に合格する必要があります。 

 リサーチペーパーによる学位授与を希望する学生は、春学期入学生については 1年次の

6 月末、秋学期入学生については 1 年次の 12 月末までに事務局学務課に申請してくだ

さい。なお、申請できる時期はこの時の 1回限りとし、学年の中途からの申請は認めま

せん。申請がなされた場合、研究科委員会において審議の上、許否が判断されます。 

 

(12) 学位論文審査基準 

修士論文および博士論文の審査にあたっては、以下の審査項目を踏まえ、総合的に評価する。な

お、資料・情報の入手、研究の引用等に関する研究倫理に問題があった場合は、論文の内容にかか

わらず不合格とする。 

【修士論文の審査基準】 

 研究課題設定の妥当性 

 理論枠組み・アプローチの適切性 

 論文全体構成の適切性 

 先行研究検証の妥当性 

 学問的な論考の適切性 

 結論の適切性 

 独創性 

 引用、注の表記および引用参考文献リストの適切性 

 論文要旨の妥当性 

 

 

(13) 修士論文等の製本 

 論文審査やリサーチペーパーの審査に合格した場合、論文を自己負担（150 円程度）により製本

し、大学に寄贈していただきます（NEARセンター1階にある大学院特別図書資料室に備え付けます）。

製本する時は、NEAR センター事務室の職員に申し出て、料金を支払った上で、自ら製本をおこな

ってください。 

 ※先輩方が書かれた論文は特別図書資料室において閲覧できますので参考にしてください。 
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(14) 博士前期課程の 2年間 

 15ページを参考に、計画的に研究を進めてください。 

 

 

(15) 標準修業年限経過後の経済支援について 

 授業料減免、寮使用料免除、奨学金の給付などの経済的支援を受けている学生が、標準修業年限

を超えて在籍する場合には、これらの経済的支援は受けられなくなります。 

 

 

(16) 博士後期課程への進学 

 本学大学院博士後期課程へ進学を希望する場合は、2年次の 1月末頃に「進学試験」を受験しま

す。受験にあたって申請書や修士論文を出願期間内に提出しなければなりません。なお、受験にあ

たっての入学検定料及び試験に合格した場合の入学料は不要です。 
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修士論文作成要領 
 

 

1. 論文及び論文要旨は 3部ずつ提出する。 

2. 論文及び論文要旨とも、A4版用紙に片面印刷をして提出する。 

3. 論文の提出期限は年度毎に指示する。 

4. 論文の製本はＡ４版の紙ファイルによる。 

5. 論文要旨は、論文とは別にホチキスで綴じたものを提出する。 

6. 論文には、次の項目を含む。 

(1) 表紙（別紙記載例のとおり。紙ファイルの表紙に貼り付けること。） 

(2) 目次 

(3) 概要 

(4) 序論 

(5) 本論 

(6) 結論 

(7) 注（文末注もしくは脚注） 

(8) データ・図表等 

(9) 参考文献リスト 

7. 使用言語は、原則として日本語とする。なお、その他の言語の使用許可については、北東アジ

ア開発研究科委員会において審議する。 

8. 論文の字数は、4万字程度とする。また、字数には、注記を含むこととし、図版、写真、表な

らびに添付資料等の文字数換算については指導教員の指導による。 

9. 論文要旨の字数は 4,000 字以内とする。 

10．論文及び論文要旨の文章は横書き（ワープロ書き）とする。日本語の場合、本文は、11p（明

朝体）、１行 40文字、１ページ 35行程度とする。 

11．論文及び論文要旨の余白のマージンは、左右 3.0cm、上下 2.5-3.0cm程度とする。 

12．論文のページ番号は、表紙を除くすべてのページに付す。本文が始まるまでは小文字のローマ

数字（i, ii, iii, . . . ）、本文以降はアラビア数字（1, 2, 3, . . .）を用いる。ページ番

号の位置は、ページ下中央とする。 

13. 論文要旨のページ番号は、アラビア数字（1, 2, 3, . . .）を用いる。ページ番号の位置は、

ページ下中央とする。 

14. その他の言語の使用を許可された場合の体裁については、北東アジア開発研究科委員会におい

て別途審議の上、決定する。 

15. その他詳細については、指導教員の指示による。 
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（表紙記載例） 

 

 

修 士 論 文 

 

 

 

 

論 文 題 目 

－副題－ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

島根県立大学大学院北東アジア開発研究科 

××××専攻 博士前期課程   

（氏   名） 

  



15 

 

 

３月上旬 学位授与決定 

３月中旬 学位記授与式 
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3．学修【博士後期課程（北東アジア超域専攻）】 

(1) カリキュラム 

 1 年次に「北東アジア超域研究指導Ⅰ」、2 年次に「特別研究活動」、3 年次に「北東アジ

ア超域研究指導Ⅱ」を履修します。すべて必修科目です。 

（「特別研究活動」については (8)特別研究活動 を参照してください） 

 

 

(2) 修了要件   

 原則として課程に 3年以上在学し、単位修得(※)を含む必要な研究指導を受けた上、博士

論文の審査及び試験に合格すれば学位を授与します。 

 

（※）博士後期課程修了に必要な単位 

「北東アジア超域研究指導Ⅰ」(6 単位)、「特別研究活動」(4 単位)、「北東アジア超域研究

指導Ⅱ」(6単位)の合計 16単位以上を修得する必要があります。 

 

 【授与する学位】 

   専  攻  学    位 

北東アジア超域専攻 博士(社会学) 

 

 

(3) 単位 

 各授業科目には、「単位数」が定められています。日本の「単位制度」においては、授業

時間外の学修（予習・復習など）を含めて 45 時間相当の学修量をもって 1 単位と定めて

います。 

 博士後期課程では、「北東アジア超域研究指導Ⅰ」、「北東アジア超域研究指導Ⅱ」が各「6

単位」、「特別研究活動」が「4単位」となっています。いずれも必修科目ですので、必ず

単位を修得する必要があります。 

 

 

(4) 研究指導教員 

 研究の指導を行う教員です。本学は集団指導体制を敷いており、主研究指導教員と副研究

指導教員が指導を行います。 

 1 年次のオリエンテーション後に、「研究指導教員希望届」を提出します。提出された研

究指導教員希望届と研究テーマを考慮した上で、研究科委員会（大学院担当教員の会議）

において、研究指導教員を決定します。希望どおりの研究指導教員になるとは限りません。 

 

 

(5) 履修登録 

 主研究指導教員の研究指導科目については事務局において履修登録します。（特に手続き
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を自分で行う必要はありません） 

 

 

(6) 授業時間 

 指導教員と話し合って、研究指導を受ける時間を決めてください。 

 

 

(7) 研究テーマ 

 研究指導教員希望届に併せて研究テーマを記載して提出します。 

 

 

(8) 特別研究活動 

 博士後期課程 2 年次配当科目で、「現地調査とその報告書」、「学会報告」、「学術誌への論

文掲載」のいずれかの成果をもって単位認定する科目です。 

 上記の成果が上がったら事務局に単位認定の申請を行ってください。申請内容について北

東アジア超域専攻研究指導委員会が審査を行います。審査に合格すれば「特別研究活動」

の単位が認定されます。 

 2年次に成果が間に合わなかった場合は、3年次以降に単位認定をおこないます。また、2

年次に特別研究活動の単位を修得できなくても在学年次は進みます。 

 

 

(9) 北東アジア地域研究センター准研究員制度 

 博士後期課程の学生は、本学の附置研究所である北東アジア地域研究センター（NEAR セ

ンター）の准研究員となることができます。 

 准研究員となった場合、競争的課題研究助成プログラム（後述）により、国内外における

現地調査等に係る経費の助成を受けることができます。 

 准研究員の選考にあたり、春学期、秋学期に各 1回、公募をおこないます。詳細は、その

時にお知らせしますが、研究計画書（指定の様式あり）及び履歴書を添付資料として求め

ますので、早めに準備をしておいてください。なお、1年次の春学期（秋学期入学の場合

は秋学期）に准研究員に採用されなかった学生は、1年次秋学期（秋学期入学の場合は春

学期）に限り、再度申請することができます。 

 応募の期限については別途お知らせします。 

 

※北東アジア地域研究センター（NEARセンター）とは 

北東アジア地域研究センターは、本学の附置研究所です。2000 年 4 月島根県立大学の開

学とともにスタートし、世界的な視野から北東アジア研究を行っています。 

※オフィスアワー 

教員との個別の顔合わせの時間を設けていますので、指導教員の研究室を各自訪問してくださ

い（詳しくはオフィスアワーの日程表を参照してください）。 
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(10) 合同発表会  

 毎月数回、博士前期課程・後期課程合同発表会を開催しています。合同発表会では、博士

前期課程・後期課程を指導する教員と博士前期課程・後期課程に在学する学生が参加し、

院生が自分の研究について報告を行い、教員や他の院生から助言を得ることができます。

合同発表会は授業に準ずるものであり、院生は自分が発表しない時にも必ず参加をしなけ

ればなりません。 

 博士後期課程の学生については博士後期課程の皆さんには、個別に発表日を指定していま

せん。これは研究の進捗状況に応じて、自分で発表する時期を決めて発表できるようにし

ているためです。合同発表会の開催スケジュールを確認のうえ、年に 1回は必ず発表して

ください。発表の希望日程が決まりましたら、学務課まで連絡をお願いします。 

 

 

(11) 博士論文の審査 

 ①博士論文審査の流れ 

    

②論文題目届 

 博士候補者試験、博士論文予備審査を受験する場合には、別途指示する期間内に論文の題

目を事務局に届けてください。 

 

③博士候補者試験 

 博士論文を提出するに値するか否かを試験するものです。 

受験資格は、次のとおりです。 

課程の所定単位を修得した者または修了予定日までに所定の単位を修得すること

が確実な者で、かつ、論文の作成等に対する指導を受け、博士の学位授与の申請を

行う者。 

 博士候補者試験の申請時期は、原則次のとおりです。 

     秋学期修了予定 ： 4月～8月の間   

春学期修了予定 ： 11月～3月の間 

 博士候補者試験の申請書類は次のとおりです。 

 博士候補者試験申請書 1部 

 博士論文資料 3部 

 課題（指導教員が事前に提示した課題） 3部 

 博士候補者試験は、面接試験及び申請時に提出された論文及び課題の審査により行われま

す。 

博
士
候
補
者
試
験 

学
位
論
文
提
出 

論
文
予
備
審
査 

論
文
題
目
届
（
仮
） 

論
文
題
目
届
（
本
） 

学
位
論
文
審
査 

（
公
開
審
査
会
） 

 

研
究
科
委
員
会
に
よ
る

学
位
授
与
に
係
る
議
決 

学
位
授
与 

論
文
予
備
審
査
申
請 

博
士
候
補
者
試
験
申
請 
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 博士候補者試験に合格した者は、予備審査の申請書を提出する資格を得ることができます。 

 

④博士論文予備審査 

 申請するには、論文が概ね 8割以上完成している必要があります。あらかじめ指導教員の

承認を得た上で申請してください。 

 論文予備審査の申請時期は、原則次のとおりです。 

     秋学期修了予定 ： 10月～11月の間   

春学期修了予定 ： 6月～7月の間 

 博士論文予備審査の申請書類は次のとおりです。 

 博士論文予備審査申請書 2部 

 論文（A4版 参考論文等を添付することができる。） 3 部 

 論文要旨（A4版 4,000字以内） 3部 

 博士論文予備審査は、面接試験及び申請時に提出された論文の審査により行われます。 

 博士論文予備審査に合格した者は、学位論文を提出する資格を得ることができます。 

 

⑤学位論文審査 

 あらかじめ指導教員の承認を得た上で申請してください。 

 学位論文審査の申請時期は、原則次のとおりです。 

     秋学期修了予定 ： 12月～1月の間   

春学期修了予定 ： 7月～8月の間 

 学位論文審査の申請書類は次のとおりです。 

 博士論文審査申請書 2部 

 学位論文（A4版製本 参考論文等を添付することができる。） 6部 

 学位論文要旨（4,000字以内） 6部 

 論文目録 2部 

 履歴書 2部 

 博士論文予備審査結果通知書写し 2部  

 学位論文審査では、論文審査の他、学位論文公開審査会が行われます。公開審査会は次の

ような流れで進行します。 

      申請者から論文要旨の説明（20～30分）  

  質疑応答（30分程度） 

      参会者からの質問（5～10分程度） 

 公開審査会の後、学位論文審査委員会による口頭試問が実施されます。 

 

 

(12) 学位論文審査基準 

修士論文および博士論文の審査にあたっては、以下の審査項目を踏まえ、総合的に評価します。

なお、資料・情報の入手、研究の引用等に関する研究倫理に問題があった場合は、論文の内容に

かかわらず不合格となります。 
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【修士論文の審査基準】 

 研究課題設定の妥当性 

 理論枠組み・アプローチの適切性 

 論文全体構成の適切性 

 先行研究検証の妥当性 

 学問的な論考の適切性 

 結論の適切性 

 独創性 

 引用、注の表記および引用参考文献リストの適切性 

 論文要旨の妥当性 

 

【博士論文の審査基準】 

  上記修士論文の審査基準に加えて、北東アジア研究や地域開発研究分野の新しい有効な学問・

方法論の創出への貢献についても考慮して評価を行います。 

 

 

(13) 博士論文の公表 

 博士の学位を授与された場合、当該学位を授与された日から 1年以内に、論文を公表しな

ければなりません（学位規則の一部を改正する省令（平成 25 年文部科学省令第 5 号）に

より定められています）。 

 論文の公表においては、本学が提供する学術機関リポジトリシステム「USAGI」（University 

of Shimane Academic and Global Institution repositor）を利用して公開します。 

 

 

(14) 博士後期課程の 3年間 

 22ページからを参考に、標準修業年限内の学位取得に向けて計画的に研究を進めてくだ

さい。 

 

 

(15) 標準修業年限経過後の経済支援について 

 授業料減免、寮使用料免除、奨学金の給付などの経済的支援を受けている学生について、

標準修業年限を超えて在籍する場合には、これらの経済的支援は原則として受けること

ができません。 

 ただし、2020年度に本学大学院（博士前期課程・博士後期課程）に在籍している者が標

準修業年限を超えて在学する場合は、博士候補者試験合格など一定の要件を満たせば、

授業料が免除される場合があります。詳細については、事務局学務課までお問い合わせ

ください。 
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学

年

期間の

位置付け
学内行事

提出物・

到達目標など
主な内容

入

学

前

問題・

課題発見

期間

●入試
●自分なりの研究

計画・レビュー

1. これまでの自分の研究の到達点や残された課題・問題点を確認す

る。

2. 博士後期課程において取り組もうとする問題や課題について意識

を高める。

教員との

マッチング

期間

●入学

●オリエンテーション

●教員訪問

●第一次研究テー

マ届

●指導教員希望届

1. 博士学位取得までの標準的プロセス、博士後期課程における研究

生活のあり方などを理解する。

2.　教員訪問を通じて、自分の研究内容や方法、指導方針を伝え

る。

3.　複数の指導希望教員（主・副指導）を選択する。

　※指導教員は研究科委員会において決定される。

4.　第一次の研究テーマを決定する。

研究計画

策定期間

●准研究員推薦

依頼申請

●競争的課題研

究助成申請

●合同発表会

●第一次研究計画

書

●准研究員推薦依

頼書

●競争的課題研究

助成申請

●研究報告レジュメ

1.　研究テーマに関する先行研究の分析、理論・方法の分析と選択。

2.　第一次の研究計画書を作成。可能ならば論文のスケルトンを書

く。

3.　NEARセンター准研究員推薦依頼を提出、審査を受ける。

4.　NEARセンター准研究員に採用された場合、競争的課題研究助

成の申請をおこなう。

5.　研究計画について合同発表会で報告。

6.　夏季休業期間の行動計画作成。

7.　外部研究資金・奨学金獲得を検討、可能ならば応募する。

8.　関連の学会への参加を検討する。

現地調

査・資料

調査期間
●夏季休業期間

●夏季休業期間活

動報告書

1.　夏季休業期間の行動計画に沿って国内外で現地調査や資料収

集・調査を実施。

2.　活動報告をまとめ、秋学期の計画や第二次研究テーマ届の準備

をする。

研究計画

再検討

期間

●秋学期開始
●第二次研究テー

マ届

夏季休業期間活動報告書と研究指導を通じて、第一次研究テーマ

を見直す。

●合同発表会

●研究報告レジュメ

●第二次研究計画

書

●冬季休業期間

●合同発表会

●競争的課題研

究助成報告書の提

出

●成績評価（北

東アジア超域研究

指導Ⅰ）

●研究報告レジュメ

現地調

査・資料

調査期間

●春季休業期間
●春季休業期間活

動報告書

1.　春季休業期間の行動計画に沿って国内外で現地調査や資料収

集・調査を実施。

2.　活動報告をまとめ、2年次春学期の計画や第三次研究テーマ届

の準備をおこなう。

1

年

春

1

年

秋

調査結

果・資料

分析期間

1.　夏季休業期間中における調査結果、獲得した資料を分析する。

2.　調査・研究の実際に合わせて、先行研究の分析を深化させ、より

好ましい理論・方法を探究する。

3.　夏季休業期間の成果について合同ゼミナールにおいて報告。

4.　第二次研究計画を作成し、合同ゼミナールで報告。

5.　冬季・春期の休業期間の活動を計画する。

6.　外部研究資金・奨学金獲得を検討し、可能ならば応募する。

7.　関連の学会への参加を検討する。

8.　競争的課題研究助成を受けた者は、研究成果報告書の提出を

おこなう。
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学

年

期間の

位置付け
学内行事

提出物・

到達目標など
主な内容

研究計画

再検討

期間

●春学期開始
●第三次研究テーマ

届

春期休業期間活動報告書と、第1年次の活動と成果を踏まえ、第二

次研究テーマを見直す。

論文構成

確定期間 ●合同発表会

●第三次研究計画

書

●研究報告レジュメ

●書評投稿

1.　研究テーマに適した先行研究や理論・方法の分析を終了し、可

能ならば学内誌に書評を投稿する。

2.　第三次の研究計画書を作成。論文の構成を確定する。

3.　論文構成や理論・方法について合同発表会において報告。

4.　夏季休業期間の行動計画作成。本格的かつ密度の濃い調査研

究を計画する。

5.　外部研究資金・奨学金獲得を検討、可能ならば応募する。

6.　関連の学会への参加を検討する。参加した場合には参加報告記

を執筆する。

現地調

査・資料

調査期間

●夏季休業期間
●夏季休業期間活

動報告書

1.　夏季休業期間の行動計画に沿って国内外で現地調査や資料収

集・調査を実施。

2.　活動報告をまとめ、秋学期の計画や第四次研究テーマ届の準備

をする。

研究計画

再検討

期間

●秋学期開始
●第四次研究テーマ

届

夏季休業期間活動報告書と研究指導を通じて、第三次研究テーマ

を見直す。

●合同発表会

●第四次研究計画

書

●研究報告レジュメ

●学会報告レジュメ

●冬季休業期間

●合同発表会

●競争的課題研

究助成報告書の提

出

●特別研究活動に

係る口頭試問

●成績評価（特

別研究活動）

●特別研究活動の単

位認定に係る報告書

現地調

査・資料

調査期間

●春季休業期間

1.　春季休業期間の行動計画に沿って国内外で現地調査や資料収

集・調査を行う。この回が最終段階に限りなく近い調査の機会であるこ

とを十分に認識する。

2.　活動報告をまとめ、3年次春学期の計画や論文題目届（仮）の

準備をする。

2

年

春

2

年

秋

調査結

果・資料

分析期間

/

研究経過

公表期間

1.　夏季休業期間中における調査結果、獲得した資料を分析する。

2.　調査・研究の実際に合わせて、先行研究の分析を深化させ、より

好ましい理論・方法を探究する。

3.　第四次の研究計画書を作成。研究経過を外部の全国学会で発

表し、文章を投稿・公刊するなど、博士論文候補者試験や博士論文

予備審査通過を目標とする計画を作成する。

4.　これまでの研究から得られた成果を全国規模の学会で報告するよ

うにする。

5.　論文・研究ノート・フィールドノートを執筆し、レフェリー誌に投稿す

る。

6.　冬季・春季の休業期間の活動を計画する。

7.　外部研究資金・奨学金獲得を検討し、可能ならば応募する。

8.　競争的課題研究助成を受けた者は、研究助成報告書の提出を

おこなう。

9.　「現地調査とその報告書」、「学会報告」、「学術誌への論文掲

載」のいずれかの成果を提出し、「特別研究活動」の単位認定を受け

るための申請をおこなう（口頭試問を経た後、成績評価を受ける）。
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学

年

期間の

位置付け
学内行事

提出物・

到達目標など
主な内容

題目仮確

定期間
●春学期開始 ●論文題目届（仮）

春期休業期間活動報告書と、第2年次の活動と成果を踏まえ、

論文題目届（仮）の準備をおこなう。

成果公開

期間 /

論文候補

者試験期

間

●合同発表会

●博士候補者試

験

●候補者試験用論文概

要等

●博士候補者試験申請

書

博士候補者試験に用いる論文概要や文献リストなどを準備す

る。

論文執筆

期間

成果公開

期間

●夏季休業期間
1. 論文執筆に専念する。

2. 論文予備審査に必要な資料を準備する。

●論文予備審査
●予備審査用論文

●予備審査申請用資料

●博士論文提出

〈冬季休業期間〉

●論文題目届（本）

●博士論文

●博士論文申請用資料

●公開審査

●学位授与
●公開審査用資料

1. 公開審査用資料を準備する。

2. 審査委員会で示された意見に基づき、論文を微調整する。

修

了

後

1.　博士論文を製本し、大学に一部納める。

2.　博士論文の出版を検討する。

3

年

春

論文完成

期間 /

研究経過

公表期間

3

年

秋

1. 論文予備審査用の資料を準備する。

2. 予備審査合格後に論文題目届（本）を提出する。

3. 最終チェックを経て博士論文を完成させ、提出する。
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Ⅱ．長期履修学生制度について 

 長期履修学生制度とは、職業を有する等の理由により、標準修業年限を超えて長期にわた

り計画的に履修する学生に対して、大学院在籍中に支払う授業料総額を標準修業年限で修

了する場合と同額での履修を認める制度です（留年で標準修業年限を超えて履修する学生

とは異なります）。端的に言えば、2年分の授業料で最長 4年まで在学できる制度です。 

 長期履修制度の対象となるのは下記に該当する方となります。 

 職業を有し、就業している方 

 育児、介護等の事情を有している方 

 疾病を有しており、その疾病により長期にわたり修学に重大な影響がある方 

 視覚障がい、聴覚障がい、肢体不自由その他の障がいを有しており、その障がい

により長期にわたり修学に重大な影響がある方 

 詳しくは、事務局学務課までお問い合わせください。 

 

Ⅲ．転専攻制度について 

 転専攻制度とは、入学後本学での学修を通じて研究テーマが変更となる等の理由により、

所属する専攻を変更する必要がある場合、他専攻への学籍移動を認める制度です。 

 博士前期課程に在籍する学生が対象で、転専攻の時期は、原則として春学期入学生は 1年

次秋学期の始め、秋学期入学生は 1年次春学期の始めとします。 

 申請は、春学期から転専攻を希望する場合は前年度の 1月末日まで、秋学期から転専攻を

希望する場合は該当年度の 6月末日までにおこなってください。詳しくは、事務局学務課

までお問い合わせください。 

 

Ⅳ．島根県中山間地域研究センターとの連携大学院について 

   「島根県中山間地域研究センター（以下「センター」という）」は我が国初の中山間地域を

研究対象とする総合研究機関です。島根県立大学大学院は、中山間地域の抱える問題を、島根

のみならず日本そして北東アジア地域に共通する問題ととらえ、研究活動を通じての地域の政

策課題の解決に向けた取り組みへの支援強化と、フィールドワークを主体とする研究手法を学

ぶことができるよう、島根県中山間地域研究センターとの間で連携大学院を設置しました。こ

れにより、本学大学院の学生は客員教員（センター研究員）の授業や研究指導を受けたりする

ことができます。 

 

【客員教授】 

有田昭一郎連携大学院教授（島根県中山間地域研究センター主席研究員） 

 

※連携大学院とは、大学が、高度な研究水準をもつ公立や民間研究所の研究者を客員教員に迎え、大学院生が

その指導を受けながら課程修了に必要な単位を履修するしくみです。また、大学と研究所が連携して研究を
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行い、その成果を大学院教育に還元することも期待されます。 

※島根県中山間地域研究センター https://www.pref.shimane.lg.jp/chusankan/ 

 

Ⅴ．学会参加等支援制度について 

 大学院生の研究成果の学会発表及び学会参加を奨励し、学術研究を促進するため、院生が

学会発表又は学会参加する場合の旅費等（交通費、宿泊費及び参加費）を支援する制度が

あります。 

 各年度において、「学会発表助成」及び「学会参加助成」それぞれについて、学生 1 人に

つき 1 回を上限として申請できます。助成額は、助成の種類（学会発表または学会参加）

や学会の開催地域により異なります。詳しくは、事務局学務課までお問い合わせください。 

 

Ⅵ．研究助成制度について 

 各種団体が、大学院生を対象に募集する研究助成制度等については、メールで随時情報提

供をします。 

 また、本学独自の研究助成制度として、次のものがあります。いずれも今年度の募集要項

が決まり次第、皆さんにお知らせをします。 

 競争的課題研究助成制度 

  博士後期課程の院生の中から選ばれた学生を、本学の附置研究所である「北東アジア

地域研究センター（NEARセンター）」の准研究員に選任する制度です。博士後期課程

の院生は NEARセンターの准研究員の資格を得ることで、「競争的課題研究助成」を受

けることができます。「競争的課題研究助成」は、研究費を大学が支給するもので、

この助成金を活用して、博士論文に必要な現地調査や資料の収集等をおこなうことが

できます。 

 市民研究員との共同研究助成制度 

本学大学院北東アジア開発研究科の大学院生が、北東アジア地域研究センター（NEAR

センター）市民研究員の方々及び教員との研究チームを作り、普段の大学院教育では

得難い北東アジア地域、開発研究に対する「市民の目・興味」に触れ、市民研究員と

ともに日本を含めた近隣の北東アジア地域調査に出かけ、また関連の研究を行ってい

る研究者との研究会を開くなどを通じて、新鮮な知的刺激を受けて研究者として成長

してもらおうという取り組みです。 

採択された共同研究には、45万円を上限に研究費を助成します。 
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Ⅶ．大学院特別図書資料室の利用について 

 北東アジア地域研究センター（NEARセンター）1階にある大学院特別図書資料室は、大学

院専用の資料室で、北東アジア地域研究及び開発研究に役立つ資料が多数所蔵されていま

す。 

 利用する場合は、NEARセンター1階事務室の職員に申し出て、鍵を借りてください。資料

を借りる場合も NEARセンター1階事務室の職員に申し出てください。 

 

 

Ⅷ．大学院研究室を 1週間以上不在にする場合について 

 研究テーマによっては、長期休暇中に学外で調査や資料収集を行う場合があろうかと思い

ます。また、各々の都合により長期にわたり帰省したり、旅行することも多くあると思い

ます。 

 大学としては、院生のみなさんが長期に研究室を不在にする場合に、その所在を把握して

おく必要がありますので、1週間以上研究室を不在にする場合は、研究活動、自己都合の

いずれの理由であっても、主指導教員の了解を得た上で「大学院生長期不在届」を不在に

する 1週間前までに事務局学務課まで必ず提出してください。 

 特に留学生は、大学が身元引き受けをしている関係上、皆さんの所在を把握しておかな

ければなりませんので、必ず提出をしてください。 

 

 

Ⅸ．学生生活について（留学生の方へ） 

留学生のみなさんにとって、特に日本での生活に慣れるまでは、不安に思われることも多いと

思います。事務局学務課・連携交流課では、留学生の方の日常の生活や学習のことについての相

談を受け付けていますので、遠慮なく相談に来てください。 

ここでは、みなさんに知っておいていただきたい学生生活に関することをまとめましたので、

よく読んでください。 

 

1. 相談窓口 

① 留学生全般に関すること 

連携交流課国際交流係 ※メディアセンター2階 

② 授業・学修に関すること 

  学務課教務係 

③ 健康に関すること 

  医務室 ※学務課事務室の向かい側 

④ 授業料や寮費等の支払いに関すること 

 財務課 ※本部棟 2階 
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2. 健康保険・医療 

(1) 国民健康保険 

国民健康保険に加入すると医療機関で医療費を受ける時の自己負担が総医療費の 3割にな

ります。 

【加入方法】 

浜田市役所で加入の手続きを行います。保険料は年額 14,000円程度です。 

【利用方法】 

 医療機関の受付で「国民健康保険証」を提示する（持って行くのを忘れると全額自己負担

となります）。 

※国民健康保険証は、留学生活を終えて帰国するとき、また卒業後国内の他の市区町村に転

出するときは、忘れずに浜田市役所に返納してください。 

    ※保険料は浜田市役所から 6月頃年額の通知がありますので、納付書に従って必ず納入して

ください（10回の分割払い。1回 1,400円程度） 

 

(2) 医療費等助成制度 

 島根県立大学の教職員の寄付を財源としている「留学生基金」から、医療費の自己負担

額の 35％を上限に助成を行います。 

 同じく「留学生基金」から感染症の予防接種に係る費用の半額を助成します。ただし、

インフルエンザの予防接種については、1,000円を超える額を助成します。 

 いずれも、申請時に領収書が必要となりますので、保管をしておいてください。 

     申請方法については、連携交流課に確認してください。 

 

3．在留資格に関する手続き 

(1) 在留資格に関する手続きの取次 

 在留資格に関する手続きは、留学生のみなさんが出入国在留管理局において自ら行うこ

ともできますが、手続きを行う広島出入国在留管理局が遠方のため、事務局連携交流課

の留学生担当者がみなさんの代理として申請業務を行っています。 

 広島出入国在留管理局における業務処理には最長で 2 ヶ月程度かかる場合もあるため、

下記に挙げるような在留資格に関する手続きが必要となった場合は、出来るだけ早く事

務局連携交流課の留学生担当者に相談し、申請手続きを進めてください。 

 

(2) 在留期間の更新 

 みなさんは、「留学」の在留資格で入国します。留学生として在留を許可された期間を

過ぎ、進学や留年などで引き続き日本に滞在するときは、在留期間の更新をしなければ

なりません。 

 更新手続は、期限 3ヶ月前から行うことができますので、期限を過ぎることのないよう、

早めに手続きしてください。 
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 また、研究活動等の理由により、更新時期に出国してしまうと、更新ができなくなり、

日本に再入国できなくなる可能性がありますので、早めに事務局連携交流課留学生担当

者まで相談してください。 

【必要書類等】 

① 在留期間更新許可申請書 

② 写真（4 ㎝×3 ㎝） 

③ 手数料納付書 

④ 手数料 4,000 円 

⑤ 在学証明書 

⑥ 成績証明書 

⑦ 在留カード 

⑧ 資格外活動許可書（同許可書の交付を受けている者に限ります。） 

⑨ パスポート 

⑩ 日本での生活経費支弁書類 

   奨学金を受給している場合は、奨学金の交付決定書のコピーを持ってきてください。 

   奨学金がない場合は、みなさんの預金通帳のコピーが必要です。 

 

(3) 資格外活動許可（アルバイト） 

   留学生がアルバイトをするためには資格外活動許可を得る必要があります。本来の活動

（学修）に支障を及ぼさない範囲で、1週間 28時間以内で認められています。 

【必要書類等】 

    ① 資格外活動許可申請書 

  ② 資格外活動許可申請に係る活動の内容を明らかにする書類 

    ③ 在留カード 

  ④ パスポート 

 

4. 銀行口座の開設 

 寮費の引き落とし、日常の支出のため銀行口座が必要になります。大学の関係での引

き落とし、振り込み等は山陰合同銀行の口座にて行います。留学生が口座を開設する

場合、以下の書類が必要です。 

 ① 印鑑（持っていない場合はすぐに作りましょう） 

② 学生証 

③ 在留カード 

   ④ 留学生証明書（大学が発行します。銀行に行く日の 3日前までに事務局学務課で

発行申請を行ってください。発行には 2～3日かかります） 

 通帳ができたら、本部棟 2階の財務課に行き、「島根県立大学等授業料等口座振替依頼

書」に必要事項を記載してください。 
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5．その他 

  大学のある浜田市は、国際交流に関するボランティア団体が多数存在し、年間を通じ

て様々な交流イベントが開催されています。 

  特に奨学金を受給するみなさんは、地域の方々と関わることのできる良い機会ですの

で、積極的に参加してください。 

 

 

Ⅹ．奨学金について 

本学が推薦する奨学金には以下の種類のものがあります。奨学金の受給にあたっては、勉学に励

むことはもちろん、奨学金の種類に応じて義務が課されます。義務を果たさなかった場合には、ペ

ナルティが課される場合がありますので注意してください。 

 なお、②～⑦については、本学における推薦をもって受給決定するのではなく、各運営団体の審

査も通過する必要があります。 

 

① 日本政府（文部科学省）奨学金 

（博士前期課程：月額 144,000円 博士後期課程：月額 145,000円 / 給付 / 文部科学省） 

 ［選考方法］  学内選考により、学内からの推薦者が決定。 

  

② 留学生受入れ促進プログラム（文部科学省外国人留学生学習奨励費） 

（月額 48,000円 / 給付 / 日本学生支援機構） 

 ［選考方法］ 学内選考試験（研究計画書審査及び面接試験）により、学内からの推薦 

者が決定。 

        推薦者は、日本学生支援機構の審査を経て採否決定（成績要件あり）。 

 ［義務］   毎月 1回、学務課窓口にて在籍確認（サイン）を行うこと。在籍確 

認が行われない場合は、その月の奨学金は支給されません。 

 

③ 財団法人ロータリー米山奨学金 

（月額 140,000円 / 給付 / ロータリー米山記念奨学会） 

 ［選考方法］ 学内選考試験（研究計画書審査、小論文審査及び面接試験）により、 

学内からの推薦者が決定。 

        推薦者は、ロータリー米山記念奨学会による面接試験を経て採否決定。 

 ［義務］   世話クラブ（浜田・江津・益田・益田西のいずれか）の例会に月 1回出 

席し、カウンセラーやロータリークラブ会員と交流し、真の国際文化・ 

文化交流及び相互理解を深め、ロータリーの奉仕の心を共に学ぶこと。 

この他ロータリークラブの活動に積極的に参加すること。 

 

④ 財団法人平和中島財団奨学金 

（月額 100,000円 / 給付 / 平和中島財団） 
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 ［選考方法］  学内選考試験（研究計画書審査、小論文審査及び面接試験）により、 

学内からの推薦者が決定。 

        推薦者は、平和中島財団の審査を経て採否決定。 

［義務］    3ヶ月ごとに生活状況報告書を提出すること。 

        毎学期終了後成績証明書を提出すること。 

 

⑤ 財団法人しまね国際センター外国人留学生奨学金 

（月額 20,000円 / 給付 / しまね国際センター） 

 ［選考方法］  学内選考試験（研究計画書審査及び面接試験）の結果に基づき、選考。 

         しまね国際センターの審査を経て採否決定。 

 ［義務］    しまね国際センターの行う交流事業等に積極的に参加し、島根県の理解 

に努めること。 

 

 

Ⅺ．施設利用について 

1. 研究室について 

 （1）研究ブース 

NEARセンター2階に大学院生専用の研究室を設置しています。1名につき 1ブースを割り当

てており、ブースにある机、椅子、蛍光灯、ブックラック、机下ワゴンを使用することができ

ます。これらの他、共同利用する備品も含めて、大切に使用してください。過失により破損し

た場合は、個人に修理費用を負担していただきます。また、学修に必要な物以外の持ち込みは

禁止しています。研究室内で騒音を発すること（例：私語、インターネット電話、音の出る機

器の使用等）や、学修以外の行為（例：チャット、ゲーム等）は学修環境を乱すため行わない

でください。 

なお、休学時は、原則としてブースの使用はできませんので、休学する前に私物を持ち帰る

等してください。 

 

（2）ミーティングルーム 

院生の交流の場として、「ミーティングルーム」を設けています。皆で使用する場所ですの

で、整理整頓を心がけてください。 

 

 

2. 施設利用上の留意事項 

（1）防犯・施錠の徹底 

 施錠カードの個人管理を徹底してください。 

 使用時間についてのきまりは特にありませんが、国際交流会館の門限が 24時となって

いますので、それを守って規則正しい研究生活を送ることを心がけてください。 

 研究室内への部外者の立ち入りは原則として禁止とします。 
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   (2) 防火管理の徹底 

 学内は全面禁煙です。大学敷地内での喫煙は禁止されています。 

 最終退出者は火気点検簿を必ず記載してください。 

 最終退出者は、ポットの電源を必ず切ってください。また、ポット以外の加熱器具（電

気ストーブなど）を研究室へ持ち込むことは禁止します。 

 

   (3) 研究環境の保持 

 研究室内、ミーティングルーム内のゴミの分別、ゴミ置場までの処理は学生の中で当

番を決めて行ってください。 

 研究室内で他人の迷惑になるような行為（騒音等）は禁止します。 

 

   (4) 節電・節約の徹底 

 無駄な電気はこまめに消す等、節電に努めてください。 

 コピーについては、複合機ではなく、コピー機を利用してください。 

 複合機からのカラープリントは必要最小限としてください。 

 

 

3．コピー機の利用 

(1) コピーカードについて 

 コピーカードは自分で管理をしてください。紛失、盗難、破損があった場合は、至急事

務局学務課へ届け出てください。 

 第三者に貸与、贈与することはできません。 

 修了時は事務局学務課まで返却してください。 

 

(2) コピーカードの利用について 

 利用可能枚数は、次のとおりです。 

修士学生・博士前期課程学生・・・・・年間 1000度数（1000枚） 

         博士後期課程学生・・・・・・・・・・年間 2000度数（2000枚） 

        ※制限枚数以上のコピーカードが必要な場合、有償でコピーカードを発行します。 

       値段・・・1度数あたり 1.15円 

 利用可能場所  

         NEARセンター1階 

           ※コピー機は教職員、NEARセンター研究員が優先的に利用します。 

 利用可能時間 

         原則として 17時までの利用とします。 

 

(3) コピー用紙（A4）の給付 

 年間 2,500枚給付します。  
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 NEARセンター、共同研究室等事務室にある紙は、利用できません。給付した紙をトレ

イに入れて利用してください。 

 

 

4. セキュリティ 

(1) 研究室施錠カード（SECOMカード）について 

 SECOMカードは自分で管理をしてください。紛失、盗難、破損があった場合は、至急、

管理センターへ届け出てください。 

 第三者に貸与、贈与することは禁止します。 

 最終退室者が部屋の施錠を行ってください。利用方法は 36 ページを参照して確認くだ

さい。 

［施錠カードで入館、入室できる場所］ 

① NEARセンター管理棟側の出入口 

② 研究室として指定された部屋 

    （注）各棟の出入り口は、平日 8 時～22 時までは、施錠無しで出入できますが、それ以

外の時間帯の出入については、SECOMカードが必要です。 

 

（2）火気点検簿について 

 火気点検簿は各部屋に 1冊用意されています。最終退室者は以下の点を点検した上、火気

点検簿を記入し、廊下にある指定のボックスへ火気点検簿を投函して帰宅してください。

（暗証番号 2433） 

［点検する場所］ 

① 窓の施錠 

② ポット、プリンター等の電源オフ 

③ エアコンの電源オフ 

④ 部屋の施錠 

※火気点検簿の記入要領は 37ページを参照ください。 

 入室の際は、指定のボックスから火気点検簿を取り出し、入室してください。 

 各部屋でのストーブの利用は禁止されています。電気ストーブ等の持ち込みや使用は行わ

ないでください。 

 

 

5. ゴミの処理 

(1) ゴミ置き場について 

以下のとおりゴミ置場を指定しますので、ゴミの分別ルール（38 ページ）に基づき、適切に

分別し処分してください。 

         ◆ゴミ置場 

      燃やせるゴミ・・・・NEARセンター1階西側廊下、NEAR センター2階西側廊下 

            その他のゴミ・・・・NEARセンター事務室前倉庫 
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         ◆分別区分・・・燃やせるゴミ、燃やせないゴミ、ペットボトル・プラスチック容器、

空き缶・ビン類 
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●火気点検簿と記入例 

  

 

 

✔

✔

✔

✔

31 4 10 水 20 38 県大 太郎

✔

✔

✔

✔

31 4 11 木 21 30 県大 花子
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ゴミの分別について 
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本部棟 

1F 学務課 

  教務係（履修相談、奨学金、授業料免除等） 

  学生支援係（各種証明書発行等） 

  キャリア支援室（就職相談等） 

2F 財務課（授業料等納付） 

 

 

講義・研究棟 

2F・3F 教員研究室 

 

 

学生会館 

学生食堂（カフェテリア） 

売店 

 

 

NEAR センター 

1F NEAR センター事務室 

  大学院特別図書資料室 

  会議室 

2F 大学院研究室、セミナー室  

 

メディアセンター 

1F 図書館 

  図書情報課 

  （PC 関係問い合わせ等） 

2F 連携交流課 

  国際交流係（留学生支援等） 


